


１ ・事故削減の各社の取り組み

２ ・２輪デリバリーライダーへの安全装具を普及させるうえでの問題点と改善策
・会員ではない企業へのアプローチ進捗報告など

３ ・大会に出ない会員も含め、大会の価値向上についての話、
・安全運転にこだわらないフリートーク等

４ ・交通ルールについてどんな指導をされているか

５ ・デリバリースタッフの位置情報を把握するためのツール（GPS）などの導入実績と効果につい
て各社にお聞きしたい。

６
・交通安全に限らず各社の様々な取り組み事例を紹介して欲しい。（顧客への新しいサービスや

アルバイト募集活動事例など）
・宅配業以外の賛助会員会社の事業・サービスの紹介、損保会社から交通事故発生状況や要員な

どの講話をしてもらうなど。

取 り 上 げ て 欲 し い 話 題No.

会員様アンケート調査結果 （17回答/52）
（配信宛先BCCを希望３社）



８ ・各社における安全運転への取り組みを教えていただきたい。

９
・各社における交通安全活動の取り組み内容
・当社では、バイク便でフードデリバリー各社様のように運ぶ商材を自社で保有していない。

そのため、第三者的な立場でフードデリバリー各社の輸送について共同配送的なサービスがで
きれば、人員不足解消に役立てるかもしれないのでその可能性についてお聞きしたい。

（Uber等のギガワークで間に合っている可能性もありますが・・・？）
1０ ・アルバイトスタッフ初期教育について重視していること。

No.

・バイクの管理・アクセサリー充実度・事故率・安全運転教育、指導などの観点から、アルバイ
ト採用・教育・定着率アップにつながる好事例がないものかと悩みます。（例えば３輪屋根付
きのバイクのほうが良い、車がある方が良いなど）

７



警察庁は３日、自転車の悪質な交通違反の取り締まりについて、反則金納付で刑事罰を免れる「交通

反則通告制度（青切符）」の導入などを検討する有識者会議を開くと明らかにした。制度導入が提言さ

れば、来年の通常国会に道交法の改正案を提出する方針。

交通事故全体の件数や死傷者数が減少傾向にある一方、自転車と歩行者の事故や法令違反の取り締まり
件数は増加。

自転車が当事者の死亡重傷事故は昨年、約７割が自転車側に法令違反があった。現行の取り締まりは
「赤切符」で、起訴されると罰金が科され前科が付くが、検挙件数の１～２％しか起訴されていない。

こうした背景から、同庁は自転車の交通秩序と制裁制度の見直しが必要と判断した。

今月３０日に第１回を開催し、年内に提言の取りまとめを行う。学識者や自転車業界などの有識者が、
取り締まり方法や交通規制、安全教育の在り方について議論する。

悪質自転車違反に「青切符」検討 道交法改正を視野―有識者検討会で議論・警察庁





出会い頭 32.9％
左右折時 15.0％
追突 12.1％
追越追抜時 2.9％
正面衝突 2.9%
車両単独 27.9％

ハンドル操作不適 13.5％
安全不確認 12.1％
前方不注意 7.8％
安全運転義務違反 4.3％
交差点安全進行
義務違反 11.3％

信号無視 7.8％
指定場所一時
不停止 6.4％

違反なし 20.6％

令和５年度上半期における交通死亡事故発生状況（警察庁交通局）



右折対直進
（二輪車直進）
右折対直進
（二輪車右折）
出会い頭
追突
正面衝突
追越追抜時



上半期の交通事故死者数を分析 （警察庁）

交通事故件数 １４６,９４３件

死亡事故 １,１４９件
６５歳以上 ６４７人

死亡者数 １,１８２人
６５歳未満 ５３５人

負傷者数 １７４,３２５人

交通事故発生状況

状態別発生状況
・歩行中 ４１７人（30.5％） ４０６人 ６５歳以上 ２９３人

・自動車乗車中 ４０２人（34.0％） ６５歳未満 １１３人

・自動２輪 １６０人
・２輪車乗車中 ２１２人（17.9％） ・６５歳以上 ２６人

・原付 ５２人
・自転車乗車中 １４３人（12.1％） ・６５歳未満 ２６人

・その他

第１第２当事者） ・違反あり（１６７人）

・違反なし（１２６人）

・車両前後横断 ４８人
・横断歩道以外横断 ２９人
・信号無視 ２５人
・その他 ２４人



法令違反別交通事故発生状況

交通事故件数１４６,９４３件

死亡事故 １,１４９件

死亡者数 １,１８２人

負傷者数 １７４,３２５人

漫然運転 １７０件

安全不確認 １３５件

運転操作不適 １１４件

脇見運転 １０１件

歩行者妨害 ２５件

その他

（原付以上第１当事者）

死亡事故 １,１４９件

人対車両 ３９３件

車両相互 ４０８件

単独事故 ３２９件

列車事故 １９件

出会い頭 １１９件

正面衝突 １０２件

右折時 ６８件

その他

横断中 １８５件

その他

工作物衝突 ２００件

路外逸脱 ８１件

転倒 ２０件

その他

事故類別型発生件数



自転車の交通違反に反則金、警察庁が導入検討…重大違反の摘発が９年で３倍
（８月３日読売新聞）

警察庁は３日、自転車の交通違反に新たに反則金を科す制度の導入を検討すると発表した。交通ルールの順
守を促し、重大事故を減らすのが目的で、近く有識者会議を設置して議論する。早ければ来年の通常国会で
の道路交通法改正を視野に検討を進める。

車やバイクについては既に反則金制度がある。軽微な違反に「青切符」を交付し、反則金を納めれば刑罰
を科さない仕組みだ。１９６７年の制度導入以来、自転車は対象外だった。反則金を導入することになれば、
大きな転換となる。

自転車を巡っては近年、歩道を高速で走って通行人に衝突するなどの危険な運転が目立つ。歩行者との死
傷事故は２０１６年の２２８１件から昨年は２９０５件に増加した。警察は取り締まりを強化しており、重
大な違反には刑事処分の対象となる「赤切符」を交付している。昨年の摘発件数は２万４５４９件で、１３
年の約３倍に上った。

だが、警察庁の調査では、摘発されても実際に起訴されるのは１～２％にとどまる。罰金刑となれば前科
が付くことなどから、検察が慎重に判断しているためとみられる。不起訴になれば、反則金のような経済的
制裁もなく、取り締まりが違反の抑止につながっていないとの指摘があった。

参考



有識者会議では、反則金の導入によって自転車の取り締まり効果が上がるかどうかなどを検討する。導入
する場合の年齢制限や、どのような違反を対象とするのかといった運用面についても議論する。

警察庁は年内にも有識者会議から提言を受け、具体的な制度設計を進める方針だ。警察庁幹部は「より
効果的で、時代に合った取り締まりのあり方を検討する」と話している。

◆反則金＝交通反則通告制度に基づく行政処分で、車やバイクなどの比較的軽微な交通違反が対象。
金額は違反の内容や車両の種類に応じて３０００円～４万円。納付しなければ刑事手続きに移行する。


